
　
市
か
ら
お
届
け
す
る
納
税
通
知

書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
納
期
限
ま

で
に
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

や
市
税
取
扱
金
融
機
関
、
市
役
所

で
納
め
て
く
だ
さ
い
。

　
口
座
振
替
を
利
用
い
た
だ
く
と
、

納
期
ご
と
に
金
融
機
関
な
ど
へ
出

向
い
て
い
た
だ
く
必
要
も
、
納
め

忘
れ
の
心
配
も
な
く
安
心
で
す
。

一
度
手
続
き
い
た
だ
く
と
、
翌
年

以
降
も
継
続
し
て
自
動
振
替
さ
れ

ま
す
。

　
納
付
書
で
の
お
支
払
い
で
は
、

全
国
の
主
要
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス

ト
ア
で
全
税
目
の
市
税
を
納
め
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
休
日
、
夜
間

を
問
わ
ず
納
付
い
た
だ
け
ま
す
の

で
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
た
だ
し
、
納
期
限
を
過
ぎ
て
し

ま
っ
た
場
合
や
、
納
付
金
額
が

３０

万
円
を
超
え
る
場
合
は
、
コ
ン
ビ

ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
は
取
り
扱
え

ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
場
合
は
、

市
税
取
扱
金
融
機
関
ま
た
は
市
役

所
で
納
め
て
く
だ
さ
い
。

　
納
期
限
ま
で
に
市
税
の
納
付
が

な
い
場
合
、
納
期
限
後

２０
日
以
内

に｢

督
促
状｣

を
発
送
し
ま
す
。
督

促
状
１
通
に
つ
い
て
、
納
付
い
た

だ
く
税
額
と
は
別
に
１
０
０
円
の

督
促
手
数
料
を
納
付
い
た
だ
き
ま

す
。

■
延
滞
金
と
は
・・・

　
納
期
限
を
過
ぎ
る
と
、
納
め
る

べ
き
納
税
額
の
ほ
か
に
、
期
間
に

応
じ
た
延
滞
金
も
必
要
と
な
り
ま

す
。

■
計
算
方
法

　
延
滞
金
は
次
の
①
と
②
を
合
算

し
た
金
額
で
す
。

①
納
期
限
の
翌
日
か
ら
１
か
月
を

　
経
過
す
る
ま
で
の
期
間
は
、
税

　
額
に
各
年
の
特
例
基
準
割
合
（
各

年
の
前
々
年

１０
月
か
ら
前
年
９

月
ま
で
に
お
け
る
国
内
銀
行
の

新
規
の
短
期
貸
出
約
定
平
均
金

利
の
平
均
割
合
に
、
年
１
％
を

加
算
し
た
割
合
）
に
年
１
％
を

加
算
し
た
割
合
で
算
出
し
た
金

額
。

※
平
成

２７
年
中
の
割
合
は
、
特

例
基
準
割
合（
１
・
８
％
）＋

１
％
＝
２
・
８
％
で
す
。

②
納
期
限
後
１
か
月
以
上
経
過
し

た
場
合
は
、
１
か
月
を
経
過
す

る
日
の
翌
日
か
ら
納
付
の
日
ま

で
の
日
数
に
応
じ
た
税
額
に
、

延
滞
金
の
割
合（
①
の
特
例
基

準
割
合
に
年
７
・
３
％
を
加
算
）

で
算
出
し
た
金
額
。

※
平
成

２７
年
中
の
割
合
は
、
特

例
基
準
割
合（
１
・
８
％
）＋

７
・
３
％
＝
９
・
１
％
で
す
。

税
金
を
納
め
る
方
法

督
促
に
つ
い
て

延
滞
金
に
つ
い
て

軽 自 動 車 税

個 人 住 民 税
（市民税･県民税）

固 定 資 産 税
都 市 計 画 税

国民健康保険税
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１期
６／１（月）

１期
７／３１（金）

２期
８／３１（月）

３期
９／３０（水）

４期
１１／２（月）

５期
１１／３０（月）

６期
１２／２５（金）

７期
２／１（月）

８期
２／２９（月）

２期
７／３１（金）

１期
６／３０（火）

３期
９／３０（水）

２期
８／３１（月）

４期
１１／３０（月）

３期
１１／２（月）

４期
１２／２５（金）

税税
平
成
27
年
度
 

市
税
納
期
の
お
知
ら
せ

は
納
期
限
ま
で
に
納
め
ま
し
ょ
う

平成27年度  市税の納期限

全
６／１（月）

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月

平
成
27
年
度
 

市
税
納
期
の
お
知
ら
せ

平
成
27
年
度
 

市
税
納
期
の
お
知
ら
せ

問
い
合
わ
せ
　
総
務
部
税
務
課
（
庁
舎
１
階
）
　
４
３
・
０
３
９
８

ご注意ください！ご注意ください！

○普通自動車で減免を受けられている

方は、軽自動車税の減免は受けら

れません。

○前年度に軽自動車税の減免を受けら

　れた方で、前年度の申請内容から変

　更がない場合は、申請不要です。

軽
自
動
車
税
の
減
免
制
度
の
お
知
ら
せ

軽
自
動
車
税
の
減
免
制
度
の
お
知
ら
せ

軽
自
動
車
等
の
構
造
に
対
す
る

軽
自
動
車
税
の
減
免
に
つ
い
て

Ｑ．どんな援助が受けられるの？
Ａ．①簡単な家の中の掃除、食事の準備・後片  

　付け、洗濯などの家事
　　②通院や買い物など、外出時の付き添い
　　③話し相手、見守り　など

Ｑ．どうやって利用するの？
Ａ．援助を希望される高齢者等（依頼会員）から

の援助依頼により、コーディネーター（加東
市社会福祉協議会）を通じて、援助活動し
たい方（協力会員）を決定します。

Ｑ．費用はどれくらいになるの？
Ａ．３０分につき２５０円です。
　　例えば、３０分の活動であれば２５０円、１時間

の活動であれば５００円と、３０分毎に２５０円の
加算となります。利用料は、援助活動終了時に、
依頼会員が協力会員へ直接支払います。

Ｑ．会員になるにはどうすればいいの？
Ａ．会員になるには、加東市社会福祉協議会で

の登録が必要です。
　　依頼会員・協力会員とも、随時募集中です。

　『かとう介護ファミリーサポート事業』とは、援助を希望される高齢者等と、援助活動をしたい方を結ぶ事業です。
　援助の希望者と援助活動者のそれぞれに会員登録いただき、必要とされている援助活動を円滑に提供していき
ます。
　今年度から、ゴミ出しなど短時間の支援にも気軽に利用いただけるよう、これまでの1時間単位の利用から、
３０分単位の利用に改めました。ぜひご活用ください。

かとう介護ファミリーサポート事業が
        　さらに利用しやすくなりました
かとう介護ファミリーサポート事業が
        　さらに利用しやすくなりました
かとう介護ファミリーサポート事業が
       　 さらに利用しやすくなりました

問い合わせ 　○福祉部高齢介護課（庁舎１階）　　４３－０４４０　○加東市社会福祉協議会　　４２－２００６　

みなさまの登録をお待ちしています。

　
身
体
障
害
者
手
帳
等（
身
体
障
害

者
手
帳
、
戦
傷
病
者
手
帳
、
療
育

手
帳
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手

帳
）を
お
持
ち
の
方
が
使
用
さ
れ
る

軽
自
動
車
に
つ
い
て
、
次
の
①
・

②
の
両
方
を
満
た
す
場
合
に
軽
自

動
車
税
を
減
免
す
る
制
度
が
あ
り

ま
す
。（
身
体
障
害
者
手
帳
等
を
お

持
ち
の
方
１
人
に
つ
き
１
台
）。

減
免
の
要
件

①
身
体
障
害
者
手
帳
等
を
お
持
ち

の
方
、
身
体
障
害
者
手
帳
等
を

お
持
ち
の
方
と
生
計
を
同
じ
く

さ
れ
る
方
が
所
有
し
て
い
る
こ

と
。

②
身
体
障
害
者
手
帳
等
を
お
持
ち

の
方
、
ま
た
は
身
体
障
害
者
手

帳
等
を
お
持
ち
の
方
と
生
計
を

同
じ
く
さ
れ
る
方
、
身
体
障
害

者
手
帳
等
を
お
持
ち
の
方
を
常

時
介
護
し
て
い
る
方
の
い
ず
れ

か
が
運
転
し
て
い
る
こ
と
。

※
常
時
介
護
し
て
い
る
方
が
運

転
し
て
い
る
場
合
は
、
車
両

を
所
有
し
て
い
る
方
の
世
帯

全
員
が
、
身
体
障
害
者
手
帳

等
を
お
持
ち
の
方
の
み
で
構

成
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
り

ま
す
。

必
要
書
類

①
軽
自
動
車
税
減
免
申
請
書

（
身
体
障
害
者
等
用
）

②
身
体
障
害
者
手
帳
等
の
写
し

③
自
動
車
検
査
証
の
写
し

④
運
転
免
許
証
の
写
し

⑤
印
鑑

※
①
の
減
免
申
請
書
は
、
加
東
市

役
所
税
務
課
に
あ
る
ほ
か
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

申
請
期
限
　
６
月
１
日

（月）

　
障
が
い
を
持
た
れ
て
い
る
方
が

利
用
さ
れ
る
た
め
の
構
造
を
持
つ

車
両（
車
い
す
移
動
車
、
身
体
障
害

者
輸
送
車
、
入
浴
車
等
）は
、
ど
な

た
が
所
有
さ
れ
て
い
る
場
合
で
も
、

申
請
に
よ
り
減
免
の
対
象
と
な
り

ま
す
。

必
要
書
類

①
軽
自
動
車
税
減
免
申
請
書

　（
構
造
減
免
用
）

②
自
動
車
検
査
証
の
写
し

③
構
造
変
更
の
内
容
を
確
認
で
き

る
も
の（
自
動
車
検
査
証
で
確

認
で
き
る
場
合
は
不
要
で
す
）

④
印
鑑

申
請
期
限

　
６
月
１
日

（月）

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　
総
務
部
税
務
課（
庁
舎
１
階
）

　
　
４
３
・
０
３
９
６

　
加
東
市
の
最
高
峰
（
上
鴨
川
地

区
、
標
高
６
４
８
ｍ
）
の
愛
称
を

決
定
す
る
た
め
、
平
成

２６
年

１１
月

か
ら
平
成

２７
年
１
月
に
か
け
て
行

っ
た
案
の
募
集
で
は
、
１
３
６
人

も
の
方
々
か
ら
、
計
１
９
９
案
の

ご
応
募
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
１

９
９
案
を
加
東
市
最
高
峰
愛
称
選

定
委
員
会
に
諮
っ
た
と
こ
ろ
、『
加

東
神
山
（
か
と
う
こ
や
ま
）』
に

決
定
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

　
た
く
さ
ん
の
ご
応
募
、
誠
に
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

①
親
し
み
や
愛
着
を
持
て
る
愛
称

で
あ
る
。

②
加
東
市
最
高
峰
の
在
所
で
あ
る

上
鴨
川
地
区
に
は
、
神
山
川
（
こ

や
ま
が
わ
）、
神
山
池
（
こ
や

ま
い
け
）
が
存
在
し
、
最
高
峰

の
周
辺
地
域
を
神
山
（
こ
や
ま
）

と
呼
ん
で
い
る
。

③『
加
東
』
の
名
が
入
っ
て
お
り
、

加
東
市
に
あ
る
山
で
あ
る
こ
と

が
分
か
り
や
す
い
。

④
大
人
か
ら
子
ど
も
ま
で
が
呼
び

や
す
い
愛
称
で
あ
る
。

⑤
神
山
（
こ
や
ま
）
と
い
う
山
の

愛
称
は
め
ず
ら
し
い
。

○
標
　
高
　
６
４
８
ｍ

○
所
在
地
　
加
東
市
上
鴨
川
地
内

○
山
頂
周
辺
の
様
子
　
地
表
に
は

岩
が
露
出
し
て
お
り
、
周
囲
に

は
原
生
林
が
広
が
っ
て
い
る
。

◇
贈
呈
式
の
開
催

◇
愛
称
看
板
の
設
置

◇
登
山
ル
ー
ト
の
表
示（
現
在
登

山
ル
ー
ト
は
整
備
さ
れ
て
い
ま

せ
ん
）

◇
市
民
登
山
の
開
催（
秋
頃
を
予
定
）

※
各
イ
ベ
ン
ト
は
詳
細
が
決
ま
り

次
第
、
広
報
か
と
う
で
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

　
協
働
部
企
画
協
働
課（
庁
舎
４
階
）

　
４
３
・
０
３
８
８

加
東
市
最
高
峰
の
愛
称
が

  

『
加
東
神
山
（
か
と
う
こ
や
ま
）
』に
決
定
し
ま
し
た

加
東
市
最
高
峰
の
愛
称
が

  

『
加
東
神
山
（
か
と
う
こ
や
ま
）
』に
決
定
し
ま
し
た

加
東
市
最
高
峰
の
愛
称
が

  

『
加
東
神
山
（
か
と
う
こ
や
ま
）
』に
決
定
し
ま
し
た

加
東
神
山
（
か
と
う
こ
や
ま
）

             

　
　
の
選
定
理
由

今
後
の
取
組

加
東
神
山
の
概
要

加東神山
かとう こやま
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